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【報告事項】
　１．職員給与規定並びに職員再雇用規程の一部改正について
　２．イルミネーションイベントin中央公園2015の実施結果について
　３．みかさ共通商品券つかみ取り等が当たる抽選券付き

　４．歳末たすけあい事業の結果について

　商工会では、２月１４日(土）の『冬のイルミネーションイベントin中央公園2015』に協賛し、
市内購買意欲の向上の為に、現金で買い物する方を対象に「みかさ共通商品券等」があたる抽選
券を加盟店（44店舗）より8,671枚が一般市民の方に渡り、そのうち4,573枚が投函されました。
　イベント当日は、中央公園に約７００人と多くの市民の方々が訪れました。また、今年度より
新たな試みとして、市内保育園、幼稚園のお子様や老人ホームのお爺ちゃん、お婆ちゃんを対象
とし、日頃の感謝の気持ちや願い事を書いていただいた短冊をキャンドルの灯りに映し出すキャ
ンドルロードを実施致しました。イベントの最後には協賛事業の抽選会を開催し特賞の「みかさ
共通商品券つかみどり」では、４２枚・３０枚・４８枚をつかみ、盛大にうちにイベントを終了
することができました。

　　　　上記審議事項については、全員異議なく承認された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャンペーン事業の実施結果について

　２．平成２６年度一般会計更正予算（案）について

　３．中心市街地活性化特別委員会の設置について
　４．その他

　　　　上記事項について主な変更部分を事務局より説明。

【審議事項】
　１．新規職員の採用について

以上報告されました。
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商工会のホームページに公募要項を掲載しております。
お問合せについては商工会（℡２-２２４９）へご連絡くさだい。

≪補助金申請及び実施の流れ≫
①経営計画書の策定　⇒　②補助事業計画書の作成　⇒　③商工会で事業支援計画書を受領
④経営計画書、補助事業計画書の提出　⇒　⑤審査及び採択　⇒　⑥補助金の交付決定
⑦補助事業の取り組み実施　⇒　⑧実績報告書等の提出　⇒　⑨補助金の受領（精算払い）

　③　提 出 先　　　北海道商工会連合会

　　　　※補助金の採否については事業の有効性などの観点から審査されます。

（注２） 補助対象経費７５万円分の支出の場合、その２／３の５０万円を補助します。同様に、
補助対象経費６０万円の支出の場合は、その２／３の４０万円が補助金額となります。
また、補助対象経費９０万円の支出の場合は、その２／３は６０万円となりますが、補
助する金額が、上限の５０万円となります。

（注３） 以下の場合は、補助上限が１００万円に引き上がります。
　①雇用を増加させる取り組み
　②従業員の処遇改善に取り組む事業者
　③買い物弱者対策の取り組み

（注４） 原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む共
同事業も応募可能です。その際には、補助上限金額が１００万円～５００万円となりま
す。（連携する小規模事業者数によります）

≪募集について≫

　①　募集開始　　　平成２７年２月２７日から
　②　募集締切　　　１次締切　　平成２７年３月２７日（金）締切日当日消印有効
　　　　　　　　　　２次締切　　平成２７年５月２７日（水）締切日当日消印有効

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下

●参考：小規模事業者の定義
卸売業・小売業 常時使用する従業員の数 　５人以下
サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数 　５人以下

（注１） 小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業
者（会社および個人事業主）」であり、常時使用する従業員の数が２０人以下（卸売
業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）に属する事業を主たる事業として営
む者については５人以下）の事業者です。
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◎小規模事業者持続化補助金の公募要領（抜粋）

小規模事業者(注１）が、商工会・商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿っ
て販路開拓に取り組む費用の２／３を補助します。補助上限額：５０万円（注２）

  

・

・

・

・

飲食店が和式トイレを洋式トイレに改装したり、座敷を掘りごたつにするなどによ
り、幅広い年代層の集客を図る。
パン屋が衛生面を強化するため、陳列してある商品の上にカバーを付け、商品がホ
コリなどに触れない工夫を図る

　③　商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更

古くなった商品パッケージのデザインを一新

≪商店や飲食店で想定される取り組み例≫
　①　広告宣伝

新たな顧客層の取り込みを狙ったチラシの作成
　②　集客力を高めるための店舗改装
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